
お引越しが決まったら水運の闘栓屈、聞陰暦をお忘れなく！！

現在、上水道及び簡易水道を使用している方、ご利用予定の方は　お引越しの予定目前（l週間程

前）に必ず使用中止の届け出（閉栓届け）もしくは、給水使用申し込み（開栓届け）の手続きが必要とな

ります。手続きは、水資源活用課窓口で受け付けています。

閣栓届けが提出されない場合は、ご使用の有無にかかわらず、基本料金が発生し続けますのでご

注意くたさい。また、開栓届けをしないまま無断で使用が判明した場合は、直ちに給水を停止します。

水運溶金の精算について

開栓届、閣栓届の手

続きは電話ではでき

ません。必ず、水資

源活用課窓口までお

越しください。

○口座振替をご利用の方

精算料金を「口座」から振り替えることができます。

○納付書をご利用の方

転居先に納付書をお送りしますので　お近くの指定金融機関（銀行など）でお支払

いいただくか、請求金額と同額の郵便小為替を郵便局で購入し、水資源活用課あ

てに送付してください。後日、領収書をお送りします。

※閉栓届・開栓届には、それぞれ手数料として300円が必要となります。

閲栓及び閑栓手続きの休題業務について

転居の多い時期ですので3月27日（土）、28日（日）、4月3日（土）、4日（田）の4日間は、

午前9時から午後3時まで受け付け業務を行っていますのでご利用ください。

通常の受け付け業務は、平日の午前8時30分から午後5時30分までです。

届出・間合先　水資源活用課　水道業務担当・簡易水道担当
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醸
彊
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⑩
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篭
㊨
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醸
砂
塵
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家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
よ
り
消
費
者
は
、

不
要
に
な
っ
た
家
電
4
製
品
（
エ
ア
コ
ン
、
ブ

ラ
ウ
ン
管
式
テ
レ
ビ
・
液
晶
式
テ
レ
ビ
・
プ

ラ
ズ
マ
式
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
、
洗

濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
）
を
小
売
店
な
ど
に
適
切

に
引
き
渡
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

●
不
要
に
な
っ
た
家
竃
製
品
の
リ
サ
イ
ク
ル

手
続
き
は
、
次
の
小
売
業
者
（
家
電
小
売
店
）

に
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
そ
の
家
電
を
購
入
し
た
小
売
店

○
同
種
の
製
品
の
買
い
替
え
を
す
る
小
売
店

※
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
と
収
集
・
運
搬
料
金
の

支
払
い
が
必
要
で
す
。

●
購
入
し
た
小
売
店
が
な
く
な
っ
て
い
る
、

他
人
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
で
購
入
し
た

小
売
店
が
わ
か
ら
な
い
、
買
い
替
え
は
せ

ず
に
廃
棄
だ
け
の
場
合
な
ど
は
、
次
へ
お

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
最
寄
り
の
小
売
店

○
市
民
生
活
課
　
環
境
創
造
室

※
小
売
店
に
引
き
渡
し
た
家
電
製
品
が
、
指

定
引
取
場
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
か
は
、
リ

サ
イ
ク
ル
料
金
支
払
い
時
に
渡
さ
れ
る

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
控
え
の
「
管
理
票
番

号
」
に
よ
り
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
セ
ン

タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ま
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
．
r
k
c
．

a
①
h
a
．
e
r
．
j
p
＼
）
や
電
話
（
℡
0
1
2
0
（
3
1
）

9
6
4
0
）
な
ど
で
確
認
で
き
ま
す
。

間
合
先
　
県
環
境
創
造
課

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
5
0
6

鐙
醸
麗
曝
鰭
醸
蛙
隠
顕
拶
緯
線
擾

回
国
圏
開

現
在
、
地
球
の
気
温
は
上
昇
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
便
利
で
快
適
な

生
活
を
追
求
す
る
た
め
に
、
電
気
や
ガ
ソ
リ

ン
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
二
酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
ガ

ス
が
発
生
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
ま
す
。

こ
の
地
球
温
暖
化
の
進
行
は
、
温
室
効
果

ガ
ス
の
濃
度
が
高
ま
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
温
室
効
果
ガ
ス
を
減
ら
す
た
め

の
対
策
を
今
す
ぐ
に
で
も
講
じ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
水
不
足
や
水
害
の
深
刻
化
、
食

糧
不
安
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
大
き
な

影
響
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
な
く
、
地
球
環

暁
に
と
っ
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

県
内
で
も
、
豊
か
な
自
然
環
境
が
損
な
わ
れ

た
り
、
名
産
の
ぶ
ど
う
や
桃
を
は
じ
め
農
作

物
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

県
で
は
、
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
抑
制

の
た
め
、
県
民
や
事

業
者
、
行
政
が
一
体

と
な
っ
た
温
暖
化
対

策
の
取
り
組
み
を
進

め
て
い
ま
す
。

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
電
気
・
ガ
ス
・

自
動
車
の
使
い
方
を
見
直
す
な
ど
、
身
近
な

こ
と
か
ら
取
り
組
み
、
環
境
に
や
さ
し
い
生

活
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
美
し
い
県
土
を
次

世
代
に
引
き
継
ぎ
ま
し
ょ
う
。

間
合
先
　
県
環
境
創
造
課

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
5
0
2


